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北九州市告示第５２号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び第１１５条

の１２第１項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者を指定したので、同法第７８条の１１第１号及び第

１１５条の２０第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年３月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０７

００９０９

ケアリングデ 

イサービスさ 

らくら

北九州市八幡西

区八千代町９番

３０号 

株式会社ケア

リング 

令和３年

３月１日 

２ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０３

００１２２

愛・小規模多

機能戸畑 

北九州市戸畑区

菅原二丁目９番

９号 

株式会社愛総

合福祉 

令和３年

３月１日 

３ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０５

００６３０

グループホー

ムひまわりヒ

ルズ 

北九州市小倉南

区曽根北町４番

３１号 

社会福祉法人

八心会 

令和３年

３月１日 

４０９０６

００２１６

グループホー

ム ピアノ 

北九州市八幡東

区昭和三丁目１

番２７号 

医療法人心愛 令和３年

３月１日 

４ 看護小規模多機能型居宅介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０７

００９１７

看護小規模多

機能帆柱館 

北九州市八幡西

区八千代町９番

３０号 

株式会社ケア

リング 

令和３年

３月１日 
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北九州市告示第５３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び第１１５条

の１５第２項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第７８条

の１１第２号及び第１１５条の２０第２号の規定により次のとおり告示する。   

令和３年３月９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 地域密着型通所介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７０１

０２５８９

デイサービス 

りゅうあい 

北九州市門司区

吉志四丁目１４

番４０号 

株式会社りゅ

うあい 

令和３年

２月２８

日 

４０７０３

０１０１７

デイサービス

竹馬の友 

北九州市戸畑区

境川二丁目４番

１８号 

株式会社たか

くら 

令和３年

２月２８

日 

４０７０９

０３７１３

デイサービス 

センター 優 

和 

福岡市博多区中

洲２丁目２番１

５号 

株式会社 松

島 

平成２８

年７月３

１日 

４０７１４

０１０６３

デイサービス 

センターやま 

びこ 

福岡市早良区有

田五丁目８番１

６号 

株式会社イン

テラス 

令和２年

５月３１

日 

２ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０９０３

００１２２

愛・コミュニ 

ティホーム戸 

畑菅原 

北九州市戸畑区

菅原二丁目９番

９号 

株式会社福岡

愛総合福祉 

令和３年

２月２８

日 
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北九州市告示第５４号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１０７条第

１項の規定に基づき、介護医療院の開設を許可したので、法第１１４条の７及

び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の２の３の

規定により次のように告示する。 

  令和３年３月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

介護医療院 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 許可年月日

４０Ｂ０

５０００

３１ 

北九州湯川病

院介護医療院

北九州市小倉南区

湯川五丁目１０番

１０号 

社会医療法人

北九州病院院

令和３年３

月７日 
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北九州市告示第５５号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１

項、第４６条第１項及び第５３条第１項の規定により、居宅サービス事業者、

居宅介護支援事業者及び介護予防サービス事業者を指定したので、法第７８条

第１号、第８５条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとお

り告示する。 

  令和３年３月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

1 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

４０５７

１９ 

レイリーケアサ

ービス 

北九州市小倉北

区田町７番２７

号 

レイリー合同

会社 

令和３年３

月１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０６６

６９０７

９５ 

アイアス訪問看

護ステーション 

 八 幡西 

北九州市八幡西

区折尾四丁目１

６番１６号 

株式会社アイ

アス 

令和３年３

月１日 

４０６６

６９０８

０３ 

訪問看護 結び 北九州市八幡西

区三ケ森四丁目

８番８号 

株式会社さち 令和３年３

月１日 

３ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

４０５６

８５ 

居宅介護支援事

業所 寄り添い 

北九州市小倉北

区東篠崎三丁目

４番１３号 

株式会社メビ

ウス 

令和３年３

月１日 

４０７０

４０５６

９３ 

まーるケア 北九州市小倉北

区真鶴一丁目８

番２９号 

合同会社まる 令和３年３

月１日 

４０７０

４０５７

０１ 

桜倶楽部ケアプ

ランセンター 

北九州市小倉北

区須賀町１番２

６号 

有限会社星ヶ

丘 

令和３年３

月１日 

４０７０

７０７８

８２ 

ケアプランセン

ターえんふく 

北九州市八幡西

区西川頭町７番

３号 

有 限 会 社 え

んふく 

令和３年３

月１日 
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北九州市告示第５６号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８２条第２

項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者から廃止の届出があったので、法

第８５条第２号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和３年３月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

1 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

４０４８

３７ 

妙香ケアプラン

センター 

北九州市小倉南

区津田一丁目３

番２号 

株式会社妙香 令和３年２

月２８日 
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北九州市公告第１６３号 

 一般競争入札により、物件の借入れ及び保守業務契約を締結するので、北九

州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。

）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和３年３月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１） 物件の名称及び数量 フルカラーデジタル複合機１台 

 （２） 履行の内容等 入札仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 北九州市の指定する場所 

 （５） 入札方法 

ア モノクロ複写及びカラー複写各１枚当たりの単価（当該単価に１円未

満の端数がある場合は、小数点以下第２位までを記載する。）にそれぞ

れの予定数量（３年間分）を乗じて得た額の合計金額により行う。ただ

し、契約は、落札金額における複写１枚当たりの単価契約とする。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の

１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

イ 郵送による入札を認める。 

ウ  開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再 

度入札を行う。 

エ  入札執行回数は、２回を限度とする。 

オ  代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書 

には代理人の記名押印が必要である。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。  

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 
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（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市戸畑区中原新町２番１号 

       北九州テクノセンタービル１階 

       北九州市産業経済局雇用・生産性改革推進部中小企業振興課 

  イ 期間 この公告の日から令和３年３月１５日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５

時まで 

（２） 入札関係資料の交付方法 この公告の日から電子メールにより無償 

で交付する。交付を希望する場合は、前号イの期間に北九州市産業経済

局雇用・生産性改革推進部中小企業振興課に連絡すること。 

（３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４）  入札に参加するための要件等 

ア  この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加 

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を 

受けなければならない。 

イ  入札参加申込みは、所定の様式を持参又は郵送することにより行わな 

ければならない。 

（５）  入札参加申込書を提出する場所及び期間 

ア  場所  第１号アの場所と同じ 

イ  期間 

（ア）  持参の場合 

この公告の日から令和３年３月１１日まで（日曜日及び土曜日を除 

く。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（イ）  郵送の場合 

書留郵便で令和３年３月１１日午後５時までに必着のこと。 

（６） 郵送による場合の入札書の受領期限  第１号アの場所に書留郵便で 

令和３年３月１５日午後５時までに必着のこと。なお、郵送以外による入 

札書の事前提出は認めない。 

（７） 入札及び開札の場所及び日時 

 ア 場所 北九州市戸畑区中原新町２番１号 

北九州テクノセンタービル１階小会議室 

  イ 日時 令和３年３月１６日午前１０時００分 

４ その他 
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（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

 ア 言語 日本語 

 イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

  イ 契約保証金 契約単価に予定数量を乗じて得た合計金額の１００分の

５以上。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれか

に該当する場合は、免除する。

 （３） 入札の無効

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

 （４） 落札者の決定方法

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。

 （５） 契約書作成の要否 要

 （６） この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の 

３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌

年度以降において、歳出予算の該当金額について減額又は削除があった場

合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができる。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

  地等

   北九州市産業経済局雇用・生産性改革推進部中小企業振興課

   〒８０４－０００３ 北九州市戸畑区中原新町２番１号 

             北九州テクノセンタービル１階 

   電話 ０９３－８７３－１４３３
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北九州市上下水道局管理規程第２号

 北九州市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する

規程を次のように定める。

令和３年３月９日

               北九州市上下水道局長 中 西 満 信

北九州市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部

を改正する規程

 北九州市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和２年北九州

市上下水道局管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

第１４条第１項中「６箇月」の次に「（６月１日を基準日とする期末手当に

あっては、６箇月から当該基準日以前６箇月以内の期間（当該基準日の属する

年度の前年度の期間に限る。）におけるその者の任用期間を除いた期間）」を

加える。

付 則 

 この規程は、令和３年３月９日から施行する。 
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北九州市交通局管理規程第２号

北九州市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

を次のように定める。

令和３年３月９日

                   北九州市交通局長 池 上 修

北九州市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改

正する規程

 北九州市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和２年北九州市交

通局管理規程第６号）の一部を次のように改正する。

 第１４条第１項中「６箇月」の次に「（６月１日を基準日とする期末手当に 

あっては、６箇月から当該基準日以前６箇月以内の期間（当該基準日の属する 

年度の前年度の期間に限る。）におけるその者の任用期間を除いた期間）」を 

加える。

付 則 

 この規程は、令和３年３月９日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第３号 

 北九州市公営競技局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する

規程を次のように定める。 

令和３年３月９日 

               北九州市公営競技局長 上 野 孝 司 

北九州市公営競技局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部

を改正する規程 

北九州市公営競技局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和２年北九州

市公営競技局管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項中「６箇月」の次に「（６月１日を基準日とする期末手当に

あっては、６箇月から当該基準日以前６箇月以内の期間（当該基準日の属する

年度の前年度の期間に限る。）におけるその者の任用期間を除いた期間）」を

加える。 

   付 則 

 この規程は、令和３年３月９日から施行する。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構公告第２号

 一般競争入札により、物品等供給契約を締結するので、地方独立行政法人北

九州市立病院機構契約規程（以下「契約規程」という 。） 第３条の規定により

次のとおり公告する。

  令和３年３月９日

地方独立行政法人北九州市立病院機構 理事長 中 西 洋 一 

１ 契約内容 

（１） 物品等の名称及び数量 

診療費支払機 一式 

（２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３） 履行期間 契約締結日から令和３年３月３１日まで 

（４） 履行場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

北九州市立医療センター 

（５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする 。） をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札参加資格

次の各号のいずれにも該当する者であること。

（１） 契約規程第２条第１項及び第２項各号の規定に該当しない者である

こと。

（２） 契約規程第２条において準用する北九州市物品等供給契約の競争入

 札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号

 ）第６条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という 。） に

  記載されていること。

 （３） 地方独立行政法人北九州市立病院機構及び北九州市から指名停止を

  受けている期間中でないこと。

３ 入札手続等

 （１） 契約条項を示す場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号

       北九州市立医療センター事務局経営企画課医事係

  イ 日時 この公告の日から令和３年３月１４日まで（日曜日及び土曜日

（以下「日曜日等」という 。） を除く 。） の毎日午前９時から正午まで
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及び午後１時３０分から午後４時３０分まで

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。

（３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争入札参加申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加

を希望する者は、令和３年３月１５日まで（日曜日等を除く 。） に競争入

札参加の申出書を第１号アの場所に提出しなければならない。郵送による

場合は、第１号アの場所に書留郵便により、令和３年３月１５日午後５時

までに必着のこと。

 （５） 入札及び開札の場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号

       北九州市立医療センター別館６階６０３会議室

  イ 日時 令和３年３月１６日午前１０時

４ その他

 （１） 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨

 （２） 入札保証金及び契約保証金

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規程第４条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上。ただし、契約規程第２

９条第１項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

 （３） 入札の無効

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者が入札した入札

  イ 申請書等に虚偽の記載した者がした入札

  ウ 入札仕様書記載の入札者に要求される義務を履行しなかった者がした

入札

  エ 契約規程第９条第１項各号のいずれかに該当する入札

 （４） 落札者の決定方法 契約規程第５条第１項の規定により定められた

  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者と

  する。

 （５） 契約書の作成要否 要

 （６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在
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地等

    北九州市立医療センター事務局経営企画課医事係

    〒８０２－００７７ 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号

    電話 ０９３－５４１－１８３１（内線２１０１）
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